
質問事項 回答

1
 特記仕様書Ｐ3「9.発生材の処理等」で、配分電盤類を処分する様になっておりますが、今
回、配分電盤類の撤去は有るのでしょうか。

今回の仕様書では該当しないと表記しています。

2
　特記仕様書Ｐ6「18.石綿含有建材の調査」で、石綿含有の調査をする様になっておりま
すが、今回の照明器具や安定器の撤去において、石綿含有調査は必要無いのではない
でしょうか。

今回の仕様書では該当しないと表記しています。

3
LED投光器について、同等品であれば仕様書に記載されているメーカーとは異なるメー
カーを使用することは可能でしょうか。

契約締結後に受注者との協議の上、使用することは可能です。
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